（様式第６号）

大牟田市短期集中予防サービス事業実施業務　実施計画書
【留意点】
①本計画書は、実施を希望する地域包括支援センターの担当区域ごとに作成してください。

②（別紙１）仕様書を十分に理解し、これを踏まえた上で作成してください。
③A4判用紙5ページ以内とし、実施計画書の各項目に対し、具体的に記載してください。
１．事業者の概要

	名称
	

	所在地
	

	代表者の肩書
	
	代表者氏名
	

	設立年月日
	年　　月　　日
	担当者名
	

	担当者連絡先
	【電話】
	【FAX】

	
	【電子メール】


２．現在運営している事業所（主要施設又は関連施設。枠が不足する場合は追加してください。）

	名　　称
	所在地
	主な業務内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


３．実施を希望する地域包括支援センター担当区域
地区名（中央、手鎌、吉野、三池、三川、駛馬・勝立のいずれか）を記入してください。

	第１希望
	第２希望
	第３希望

	
	
	


４．リハビリテーション専門職等の在籍状況
（１）本事業において、面談対応に従事する職員の人数を記入してください。

	理学療法士
	人

	作業療法士
	人


（２）本事業において、（１）以外に従事する職員の職名・人数を記入してください。

	(職種)
	人

	(職種)
	人


　※行が不足する場合は追加してください。

５．事業の実施計画
　下記【１】～【４】の各項目について、具体的に記載してください。

	【１】
	利用者の送迎

	（１）利用者の送迎
・利用者の送迎は、原則必須としており、送迎区域は、事業実施を希望する地域包括支援センターの担当区域を基本としています。利用者の送迎に係る実施体制について、下記のうち該当するものを選択（✓）してください。送迎については、再委託による実施も可とします。

	　□担当区域における送迎の実施体制がある（予定している）
　□担当区域のうち一部の区域の送迎実施体制がある（予定している）
　□送迎できる体制はない（準備できない）


	【２】
	円滑なサービス提供

	（１）利用者に対する専門職の配置
・この事業は、利用者３人に対しリハビリテーション専門職１人以上の割合で実施することとしています。これを踏まえ、利用者に対する専門職の対応体制（サービス提供体制）を記載してください。

	

	（２）サービスの柔軟な提供体制（利用者の利便性）
・利用者によっては、他の用事等によりサービスを利用できる曜日等が限られることも考えられ、利用者の利便性の確保についても求められます。週当たりのサービス提供体制（開催回数）について、記載してください。

	

	（３）居宅支援の経験がある実務に関わる職員の配置
・この事業は、自宅等で自身の望む生活を続けることができるようになることを目的に、面談で動機づけを行う事業です。このため、居宅支援の経験のある専門職が面談を行うことが、より望まれます。配置するリハビリテーション専門職について、様式第８号「配置職員経歴書」に必要事項を記入してください。

	（様式第８号「配置職員経歴書」を提出）

	（４）サービス提供スペースの整備等
・本事業は、本人が望む生活の実現に向けた面談の実施が、中心になります。これを踏まえて、サービス提供スペースの整備等について、記載してください。
※面談スペースを中心に、サービス提供スペース（予定含む）の写真を補足のページに添付してください。

	

	（５）地域リハビリテーション活動支援事業の取組
・この事業は、地域リハビリテーション活動支援事業と一体的に実施する事業です。サービス利用前に、地域包括支援センター職員との同行訪問を実施し、事前にアセスメントを経て、サービス利用となります。これを踏まえ、地域リハビリテーション活動支援事業の取組について、下記のうち該当するものを選択（✓）してください。

	　□担当区域を越えて対応できる体制がある。
　□担当区域は対応できる体制である。
　□対応できない。


	【３】
	提供サービスの充実

	（１）理学療法士、作業療法士の技能向上等の人材育成の取組
・理学療法士、作業療法士の面談技術をはじめとする技能向上等の人材育成の取り組みに関して、事業開始後に市が実施する研修以外に、すでに実施している取り組み、事業実施に当たって予定している取り組み等を記載してください。

	

	（２）理学療法士、作業療法士による面談以外のプログラムの実施
・（別紙１）仕様書中、「イ　Ｃ型サービス提供」に掲げている「（ウ）短期集中予防プログラム」のうち、ｂ～ｆのプログラムは利用者の状況等に応じて実施するものになります。（「a介護予防面談プログラム」の実施は必須です。）
・ｂ～ｆのプログラムのそれぞれの取り組みについて具体的に記載してください。

	【ｂ　運動機能向上プログラム】

	【ｃ　ＩＡＤＬプログラム】

	【ｄ　社会参加プログラム】

	【ｅ　口腔機能向上、栄養改善プログラム】

	【ｆ　その他、リハビリテーションに資する運動等】


	【４】
	介護予防の取組

	（１）介護予防に関する取組の方針
・法人又は事業所における介護予防に関する取組の方針（考え方）や、現に実施している介護予防の取り組みについて記載してください。

	


	（以降のページについて）
・本計画書記載事項について、補足したい内容があれば、以降のページを使用してください。
・その際、実施計画書のいずれの項目に関する補足であるか、明確に記載してください。
・実施計画書の総ページ数は、5ページ以内とする。


（以下、補足資料のページ）
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